
【苦情解決の流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

話し合い 

 

利用者、家族等 

（１）苦情解決マニュアル、体制の周知、説明 

 

（２）苦情の受付 

 

苦情受付担当者（理事） 

職員 

 

（３）報告 

 

苦情受付責任者（代表理事） 

解決 

 

未解決 

 

苦情解決結果の報告 

・苦情解決の記録 

・苦情解決の報告 

 

行政機関その他の苦情受付機関 


